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居宅介護支援重要事項説明書 

１ 事業の概要 

 事業所の名称等 

開設者名      黒川地域行政事務組合理事会 

開設者所在地    宮城県黒川郡大和町吉岡字下町 15 番地の 1 

事業所名      公立黒川病院 

事業所所在地    宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木６０番地 

事業所番号     ０４１２７１０３６０ 

連絡先       電話 ０２２－３４５－３１０３（直通）、３４５－３１０１（病院） 

          FAX ０２２－３４５－３１２０ 

         ＊時間外・緊急時・祝日など：公立黒川病院へご連絡下さい 

営業日       月曜日から金曜日まで。ただし国民の祝日、１２月２９日から１月

３日までを除く。 

営業時間      午前８時３０分から午後５時００分 

サ－ビス提供地域  大和町、大郷町、大衡村（黒川郡内）、富谷市 

苦情受付窓口    公立黒川病院 

          苦情受付担当者  石川 篤 

（２）職員の職種、人員及び勤務内容 

① 管理者１名 主任介護支援専門員（常勤兼務） 

   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。 

② 介護支援専門員１名以上（内１名は常勤） 

   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。 

③ 事務職員１名（併設病院との兼務） 

   事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。 

 

２ 事業の目的及び運営の方針 

（１）事業の目的 

介護保険法の理念に基づき、要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状

況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を下に、居宅サ－ビス又は

施設サ－ビスを適切に利用できるよう、サ－ビスの種類、内容等の計画を作成する

とともに、サ－ビスの提供が確保されるよう指定居宅サ－ビス事業所、介護保険施

設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 

（２）運営の方針 

① 本事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に

努めるものとする。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づ

き、適切な保健医療サ－ビス及び福祉サ－ビスが、施設等の多様なサ－ビスや事業
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所の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮して行う。 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される

サ－ビス等が特定の種類又は特定の事業所に偏ることがないよう、公正中立に行う。 

④ 事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センタ－、他の居宅介護支援事業

所、居宅サ－ビス事業者、介護保険施設等の連携に努めるものとする。 

 

３ 居宅介護支援の提供方法・内容 

 事業所の管理者は介護支援専門員に居宅サ－ビス計画の作成に関する業務を担当させる。 

① 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支

援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき

居宅サービス計画原案を作成する。なお課題の把握及び分析については、宮城県ケ

アマネジャー協会が作成した「アセスメントシート及び課題検討用紙」を使用し実

施する。 

② 居宅サービス計画に位置付けるサービス事業所について、利用者から複数の事業

所の紹介を求める事が可能である事、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた

理由を求める事が可能である事を十分に説明して理解を促し、利用者・家族に選択

を求める。 

③ 利用者が訪問看護、訪問・通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希

望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医に意見を求める。 

④ ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、事業所における前 6 か月間

に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用

具貸与のサービス利用割合と同一事業所によって提供された割合を利用者・家族に

説明する。 

⑤ サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の

原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。 

⑥ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、その種類、

内容、利用料等について利用者及び家族に説明し、文書による同意を得た上で居宅

サービス計画を確定し、利用者及び家族、サービス事業所担当者等に交付する。 

⑦ 居宅サービス計画の作成後も実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）を

行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、サービス事業者等との連絡調整、そ

の他の便宜の提供を行う。上記の把握については、利用者及び家族、サービス事業

所担当者等との連絡を継続的に行い、少なくとも１月に１回訪問し、利用者及び家

族と面談するとともにモニタリングの結果を記録する。 

⑧ 適切な居宅サービスの提供を受けてなお、在宅での生活継続が困難になったと判

断した場合、又は利用者が介護保険施設等への入所を希望した場合には、介護保険

施設に関する情報を提供する。 

⑨ 医療・介護の連携や円滑な在宅復帰を支援する観点から、入院する必要が生じた

場合は担当する介護支援専門員より入院前の状態、サービス内容などを入院先の担

当者に情報提供を行う。また、退院時には円滑にサービスが再開できるよう支援す
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る。利用者の状態変化等が生じた場合は、入院先の担当者より情報提供を受け、居

宅サービス計画の変更等を適切に行い、退院後の在宅生活が不安なく送れるよう支

援する。 

   

４ 利用料金 

  居宅サ－ビス計画の作成は、原則として介護保険から給付されるため、利用者の負担

はない。ただし、通常の事業実施地域以外の利用者の場合は訪問に係る交通費について

当事業所の規定により、支払を受けることがある。 

 

５ 秘密の保持と個人情報の保護に関する事項 

(1)  事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする

上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らさない。尚、

この守秘義務は従業者退職後及び本契約終了後も同様とする。 

(2)  事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利

用者または家族等の個人情報を使用しない。 

(3)  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの

の他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止する。 

(4)  事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関

する心身の状況を提供できるものとする。 

(5)  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行う(開示に際して複写料などが必

要な場合は利用者の負担となる)。 

 

６ サービスに関する苦情や相談窓口 

 

７ 事故発生時の対応に関する事項 

(1)  事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに

市町村、利用者の家族、サービス事業所、主治医に連絡を行うとともに、必要な措置

当事業所相談

窓口・担当者 
石川 篤 

市町村介護保

険相談窓口 

大和町 022-345-7221  大郷町 022-359-5507 

富谷市 022-358-0513  大衡村 022-345-0253 

国民健康保険

団体連合会 

宮城県国民健康保険団体連合会（介護保険課） 

宮城県自治会館５～６階 ＴＥＬ022-222-7170 
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を行う。また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる。 

(2)  事業者は、サービス提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき

事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。ただし、事業者に故意、過失が

ない場合はこの限りではない。 

 

８ 緊急時の対応方法に関する事項 

  急変等で救急を必要と判断した場合は、利用者の家族に連絡し、家族の指示に従う。 

  状況により必要と判断した場合は家族に了解を得た後、主治医に連絡し指示を仰ぐ。 

 連絡順位   氏 名    住     所    電話番号      続柄 

連 第一   

 

絡 第二   

 

先 主治医  

 

 

９ 虐待の防止に関する事項 

  事業者は、虐待の発生又はその再発を防止する為、次に揚げるとおり必要な措置を講 

じる。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に 

ついて従業者に十分に周知する。 

（２）成年後見制度の利用を支援する。 

（３）虐待の防止のため指針を整備する。 

（４）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親戚・ 

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれ 

を市町村に通報する。 

（６）前五号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を配置する。 

 虐待防止対策担当者：石川 篤 

 

１０ ハラスメント対策に関する事項 

 （１）事業者は、適切な本サービス提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じる。 

（２）利用者またはその家族等による事業所の従業者への身体的暴力、精神的暴力やセ

クシャルハラスメントがなされた場合、双方の信頼関係が著しく損なわれ、改善す

る見込みがない場合、契約の解除等を行う場合がある。 
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１１ 身体拘束に関する事項 

   事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行わない。ただし、自傷他害等 

のおそれがある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶこと

が考えられる時は、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意し

て、必要最小限の範囲内で行うことがある。その場合は、身体拘束を行った日時、理

由及び対応等についての記録を行う。また、事業者として身体拘束をなくしていくた

めの取り組みを積極的に行う。 

（１）緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危険が

及ぶことが考えられる場合に限る。 

（２）非代替性…身体拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合に限る。 

（３）一時性…利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合

は、直ちに身体拘束を解くこととする。 

 

１２．非常災害対策に関する事項 

(1)  事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行う。 

(2)  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に従業員に周知する。 

(3)  非常その他の緊急事態に備え、執るべき措置について事業継続計画を策定し、職員

及び利用者に周知徹底を図る。職員に対して定期的に研修、訓練を実施する。 

 

１３．感染症の予防及びまん延防止対策に関する事項 

（１）感染対策委員会を設置する。 

（２）平常時の対策及び発生時の対応を規程した「感染対策の指針」を策定する。 

（３）「感染対策マニュアル」に沿って予防対策を講じる。 

（４）指定感染症の発生時における事業継続計画を策定し、職員及び利用者に周知徹底を

図る。職員に対して定期的に研修等を行う。 

（５）感染症蔓延及び災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可

能性があるため、災害時の情報や被害状況を把握し安全を確保した上で、利用者の

安否確認や支援、主治医や関係機関との連携、必要時の訪問を行う。 

感染症の予防及びまん延防止対策担当者：石川 篤 
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重要事項説明書の説明年月日 【      年  月  日 】 

 

居宅介護支援の提供にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項を説明しま 

した。 

 

【事業者】 

 

所在地  宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木６０番地 

      名 称  公立黒川病院 

      管理者  石川 篤              印 

 

     【説明者】  

 

所 属   公立黒川病院   

       

      氏 名                  印   

 

 

私は、本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けまし 

た。 

 

     【利用者】 

            

住 所                              

       

      氏 名                 印   

 

 

     【代筆者】 

 

 住 所                              

 

      氏 名                 印   

 

      続 柄         


